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　スポーツに取り組む人に忍びよる
化学物質の危険性について、本
ニュース100号ではサッカー場など
の人工芝の問題を取り上げました。
人工芝の緩衝材として充填されてい
るゴムチップ、そこにはカーボンブ
ラックやベンゼンなどの有害化学物
質が含まれ、人工芝でプレーしてい
る選手らは常時それを吸い込んでい
る可能性があります。今回は、体育
館で体操選手が鉄棒から着地すると
きなどに、衝撃を弱めるために使わ
れるマットレス（フォームピット）な
どに含まれる難燃性化学物質（以
下、難燃剤）の話です。

体操選手の尿中に
高レベルの難燃剤

　2016年7月、米国ボストン大学メ
ディカルセンターの研究者らは、体
操選手の尿中に高いレベルの難燃
剤を検出し、原因はマットレスに含
まれる有害難燃剤であると発表＊1

しました。難燃剤は、テレビやパソ
コンなどの電気製品だけでなく、布

や皮製のソファやクッション、カー
テン、ベッドのマットレスなどあら
ゆる家庭製品に含まれています。私
たちは普通、製品中のポリウレタン
フォームなどに添加された難燃剤
が、布などのカバーを突き抜けて空
気中に飛び出してくるとは思っても
いません。しかし、体操選手が鉄棒
などから落下したり、着地した時に
強い力が製品に加わったりすると、
現実には有害な難燃剤が製品から
空気中に飛び出し、それを選手が吸
い込んでいることが明らかになった
のです。
　この研究で体操選手の尿から検
出された難燃剤のなかでも多かった
のは、最近多用されているリン酸エ
ステル系難燃剤のTPHP（リン酸ト
リフェニル）＊2で、体操選手の練習
後測定した難燃剤レベルは、練習
前より50％も増加していたそうで
す。この他の難燃剤については、
2005年に米国で使用禁止となった
臭素系難燃剤（PBDEなど）が地域
住民の血中からも検出されています。

私たちの尿や血液、
母乳からも難燃剤が

　スポーツジムや体育館、そして家
庭のソファやベッドのスポンジのほ
とんどはポリウレタン製で、燃えや
すいので難燃剤が添加されていま
す。米国では、消防法で多くの製品
に難燃剤添加が義務付けられ、使
用量が急増しました。そして、母乳
に含まれる臭素系難燃剤の濃度が
年々上昇していることに、近年専門
家から危機感が表明されてきました。
　一方日本でも、企業は自主的にあ
らゆる製品に難燃剤を添加していま
す。環境省が平成23年～25年に調
べた日本人の血液や尿中の化学物
質調査の結果＊3、私たちの体の中に
は40年も前に禁止された PCBや
DDTなどの化学物質の他にも、
PBDE（臭素系難燃剤）など危険な化
学物質がたくさん入っていました。
欧州連合（EU）は、RoHS（ロー
ズ）指令＊4で2006年よりPBDE（ポ
リ臭化ジフェニルエーテル）やポリ
臭化ビフェニルなどの臭素系難燃剤
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を規制対象とし、日本でも現在
PBDEは不使用となっています。し
かし、代替品として規制対象外の難
燃剤に入れ替わり、それらが人の体
内に蓄積されつつあります。現在多
用されているリン酸エステル系難燃
剤について、日本難燃剤協会は、
「人の健康に与えるリスクは限りなく
小さい」としていますが、本当なの
でしょうか。米国ワシントン州では
2016年、同州の屋内ダスト試料
に、TCPP（リン酸トリス）などを
高濃度で検出したとして、難燃剤規
制への動きを強めています。それら
を吸い込む危険性を重視したのです。

難燃剤の
有用性と危険性

　家や大切な財産が燃えないほうが
よいと思うのは誰も同じでしょう。し
かし、そのために使われている難燃
剤が人体に有毒だとしたら、あなた
は、その有用性と危険性のどちらが
より重要だと思いますか。臭素系難
燃剤（PBDEなど）については、す
でに人の健康への悪影響を示す科
学的証拠が蓄積し、ある程度規制さ
れました。屋内ダストからより多く
の難燃剤（PBDEなど）が検出され
た家の子どもは、神経や発達に悪影
響を受ける可能性が米国で指摘され
たこともありました。そして現在、
代替品のリン酸エステル系難燃剤
の危険性の証拠はまだ不十分で
す。しかし、これまでの動物実験で
は、リン酸トリフェニルに胎内でば

く露すると、仔の骨の発達を阻害す
ることが明らかになっており、またリ
ン酸トリスはカリフォルニア州のプ
ロポジョン65＊5では発がん物質とさ
れています。以前、臭素系難燃剤
（PBDEなど）で明らかになった
様々な人体影響と同様の危険性が
ふたたび浮上する恐れもあり、私た
ちはけっして油断できません。

米国カリフォルニア州では、子ども用

品に含まれる難燃性化学物質について

ラベル表示を義務化（2016年7月以降）

子どもの健康を守るために、カリ
フォルニア州では「子ども用製品：
難燃性化学物質1」の立法化に取り
組んでいます。新しい法案は、同州
で販売される子ども用製品につい
て、難燃性化学物質含有の有無を
ラベルで追記表示し、その文書を保
管すること。そして、販売業者は当
局から要求されれば、30日以内に難
燃性化学物質に関する情報が正確
であることを証明する書類を提出す
ることなどが要求されます。

ウレタンマットレスは
子どもの遊び場には不適

　それでは、私たちはどうすればよ
いのでしょうか。できるだけ、難燃
剤を使用していない製品を購入する

ことです。たとえばカーテンなどは
防炎処理をしていない製品もありま
す。自動車の場合、新車の車内に
は難燃剤が多く揮発していますの
で、新車よりは中古の方が安全で
す。スポーツジムや体育館で、ウレ
タンフォームがむき出しで使用され
ている写真のような光景は日本であ
まり見かけませんが、無意味な難燃
剤ばく露を避けるために最低限カ
バーは必要でしょう。特に子どもを
スポーツジムなどのマットレスの上
で遊ばせることには、思いもよらな
い危険性が潜んでいるので気をつけ
ましょう。ポリウレタンフォームに
は、難燃剤だけでなく、その素材で
あるイソシアネートも含まれてお
り、製品になっていても、その上を
飛び跳ねると完全に重合していない
毒性の強いイソシアネートモノマー
が出てくる可能性がないとはいえま
せん。

＊1　Environment	International	2016
＊2　リン酸エステル系難燃剤には、リン酸トリ
ス（TCPP、TDCPP、TDCIPPなど）、リン酸トリ
フェニル（TPP、TPHPなど）がある。
＊3　環境省「化学物質の人への曝露モニタリン
グ調査結果」（平成23～25年度）
＊4　RoHS指令によって　欧州は有害物質の電
子・電気機器への使用制限で2007年1月より上
市される製品についてPBDEsなどもいれた。
＊5　カリフォルニア州法「プロポジション65」
は、1986年に人体に有害は化学物質のばく露を
防止するために施行された。

難燃剤の有用性と危険性、あなたはどちらを重視しますか？

家や生活用品
が燃えなけれ
ば、大切な財
産を守れる！

人の脂肪組織にも残留、動物
実験でがんと関連、内分泌ホ
ルモンをかく乱、ADHDな
ど発達障害に影響。

（臭素系難燃剤の
危険性について科
学的証拠が蓄積）有用性

危険性
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事務局からのお知らせ

雑感 去年今年

広報委員長　　佐和洋亮

　みな様、一年間、ご購読ありがとうございました。
　今日この頃、だんだん年を重ねて思うこと。時の経つのが早い。身体の
どこかが具合がおかしい（決して右肩上がりではないこと）。そして、腹
を立てる回数が増えた。
　時間。その人の年齢層が一番問題で、どのような時の過ごし方をしてい
るかということや、時計の針の速度などとはあまり関係がないようだ。子
供の頃、学校から帰ってきて遊んだ。母が「ごはんだよ～」と声をかける
までの時間の長かったこと。近頃は、仕事が忙しいかどうかにかかわら
ず、一日がすぐ終わるのはどうしてか。多分、ゴールがだんだん近づいて
きているのを、身体のセンサーが感じているからだ。
　お茶会で長時間正座してから、右足の痛みが続いて、治療院に通ってい
る。使い過ぎによる筋肉疲労だそうだ。こうなってみて、足の悪い人がた
くさんいることに気づかされた。片足を引きずるようにして歩く人。杖の
男性。手押し車のおばあさん。老化は足から。自宅を売却して有料施設へ
ご夫婦で入居された小学校の恩師を訪ねた。ご夫婦とも車椅子でいられて
びっくり。歩けなくなると生活の行動範囲が半減して、思考も鈍るとか。
寂しげなご様子。施設の医者やケアマネは、歩行のリハビリなどしないそ
うだ（車椅子の方が管理しやすいからか）。
　腹が立つこと。いっぱいある。経済格差と弱者への仕打ち。豊かといわ
れるこの国で、6人に1人の子どもの貧困。プレハブ仮設住宅で5度目の冬
を過ごす震災被害の人達。この国には地方自治はないと知事が怒った沖縄
オスプレイ事故。オリンピックや芸能人などの事件報道は大きく、権力批
判は控えめのマスコミ……。しかし、あきらめたらダメだ。まず、腹が
立ったら行動に転化。次へバトンタッチする最終ランナーの責任だ。
　では、みな様、良い年末年始をお迎え下さい。

▲

	11月8日　東京都健康安全研究セン
ターへ消臭抗菌製品の有害性論文の
聞き取り調査

▲

	11月10日　運営委員会

▲

	11月28日　東京都福祉保健局と交
通局にオフィルビルと都営バスでの
殺虫・殺菌剤使用を聞き取り調査

▲

	12月3日　講演会「内分泌かく乱化
学物質　欧米の研究・規制の最前線」

▲

	12月15日　消費者庁（家庭用品品質
表示法）へのヒアリング

▲

	12月15日　運営委員会

◉	緊急学習会「農薬など環境化学物質に
よる子どもの脳の発達への影響につい
て」のお知らせ
2016年12月8日の環境ホルモン学会で
ショッキングな報告がされました。文科
省の今年度の発表資料によれば、日本の
子どもの発達障害が10年前に比べて約2
倍も増加しているとのこと。一方世界で
は、その原因として農薬や環境ホルモン
などの化学物質の影響を示す科学研究が
増えてきています。そこで環境ホルモン
学会で発表された黒田純子先生に、環境
化学物質による子どもの脳の発達への影
響に関する国内外の研究結果ついてお話
しいただくミニ学習会を企画しました。
定員は18名、会員限定で先着順に受付い
たします。メール（kokumin-kaigi@syd.
odn.ne.jp）またはファクス（03-5875-
5411）でお申し込みください。
日時：2017年1月16日（月）

午後5時～6時半
場所：日本弁護士会館5階503号室
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号
地下鉄「霞ヶ関駅」B1-b出口直結


